
中運局公示第６２号  

 

公     示 

 

 

準特定地域における適正と考えられる車両数について 

 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号）における準特定地域の

適正と考えられる車両数（以下「適正車両数」という。）を算定したので下記

のとおり公示する。 

なお、適正車両数の算定基礎数値は、別紙のとおりである。 

 

 

 令和７年８月２９日 

 

               中部運輸局長  中村 広樹 

 

記 
 

別添のとおりとする。 

 

 

附  則 

１．本公示は、令和７年８月２９日より適用する。 

２．「準特定地域における適正と考えられる車両数について」（令和６年８ 

   月３０日付け中運局公示第３５号）は、廃止する。 

附  則（令和７年９月３０日付け中運局公示第７５号 一部改正） 

    本公示は、令和７年１０月１日から適用する。 



上限 下限

愛知 知 多 213 201 334 36.2

尾 張 北 部 226 213 360 37.2

西 三 河 北 部 325 307 521 37.6

西 三 河 南 部 213 201 306 30.4

東 三 河 南 部 305 288 445 31.5

静岡 静 清 584 551 1,020 42.7

浜 松 533 503 847 37.1

沼 津 ・ 三 島 404 381 627 35.6

富 士 ・ 富 士 宮 316 298 440 28.2

藤 枝 ・ 焼 津 251 237 428 41.4

磐 田 ・ 掛 川 184 174 286 35.7

岐阜 大 垣 146 138 226 35.4

東 濃 西 部 95 89 157 39.5

東 濃 東 部 55 52 92 40.2

美 濃 ・ 可 児 141 134 224 37.1

高 山 95 90 133 28.6

三重 北 勢 292 276 444 34.2

津 129 122 192 32.8

松 阪 98 92 131 25.2

福井 福 井 250 236 527 52.6

武 生 34 32 60 43.3

※上記「令和6年度末車両数」は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業
の適正化及び活性化に関する特別措置法第２条第９項に定める事業用自動車（個人タクシーを除
く。）の数である。

（別添）

準特定地域における適正車両数

都道
府県

営業区域
（交通圏）

適正車両数（両） 令和6年度末
車両数（両）

令和6年度末車両数
と適正車両数（上

限）との乖離率（％）



１．算定方法

　　輸送需要量 ÷ （平均総走行キロ × 平均実車率 ÷ 平均延実働車両数） ÷ 365 ÷ 実働率

２．適正車両数の算定基礎数値

 ①一般タクシー

上限値*3 下限値*3

愛知 知 多 4,231,138 0.93 9,461,750 0.40 63,133 0.85 0.90

尾 張 北 部 4,431,954 0.92 10,381,735 0.41 72,838 0.85 0.90

西 三 河 北 部 6,078,083 0.92 13,270,869 0.42 101,354 0.85 0.90

西 三 河 南 部 4,202,408 0.93 8,412,511 0.43 61,307 0.85 0.90

東 三 河 南 部 5,282,631 0.94 11,030,694 0.43 90,369 0.85 0.90

静岡 静 清 11,350,597 0.94 22,993,506 0.45 174,246 0.85 0.90

浜 松 10,982,646 0.94 22,088,949 0.44 156,123 0.85 0.90

沼 津 ・ 三 島 7,741,749 0.95 15,469,675 0.45 117,993 0.85 0.90

富士・富士宮 5,116,941 0.94 10,564,751 0.43 92,672 0.85 0.90

藤 枝 ・ 焼 津 4,167,555 0.93 9,052,465 0.44 80,211 0.85 0.90

磐 田 ・ 掛 川 3,651,793 0.93 7,494,520 0.44 56,252 0.85 0.90

岐阜 大 垣 2,118,033 0.96 4,446,194 0.42 41,685 0.85 0.90

東 濃 西 部 1,433,267 0.93 3,339,007 0.42 30,907 0.85 0.90

東 濃 東 部 840,958 0.92 1,925,827 0.43 18,440 0.85 0.90

美 濃 ・ 可 児 1,918,650 0.93 5,013,097 0.37 46,132 0.85 0.90

高 山 1,180,263 0.94 2,273,287 0.42 25,341 0.85 0.90

三重 北 勢 5,742,812 0.94 12,807,180 0.44 94,310 0.85 0.90

津 2,056,188 0.94 4,928,771 0.41 41,622 0.85 0.90

松 阪 1,382,988 0.94 3,141,435 0.41 30,546 0.85 0.90

福井 福 井 4,316,414 0.96 9,467,706 0.41 73,423 0.85 0.90

武 生 567,948 0.94 1,229,575 0.44 11,101 0.85 0.90

*1・・・・・「平均対前年度対比」は、令和２年度から令和６年度における総実車キロの対前年度比率の平均値

*2・・・・・「平均総走行キロ」、「平均実車率」及び「平均延実働車両数」は、令和２年度から令和６年度における総走行キロ、
　　　　　　実車率及び延実働車両数の平均値

*3・・・・・実働率の「上限」は85％とし、「下限」は90％とする。

※「平均対前年度比率」、「平均実車率」及び「実働率」の数値は、小数点第３位で四捨五入して記載しているため、
必ずしも計算結果は一致しないことがある。
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